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平成１７年(ﾜ)第３２３号 損害賠償請求事件

主 文

１ 被告は，原告Ａに対し，２４５０万５９５４円及びこれに対する平成１６年

６月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被告は，原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄに対し，それぞれ７６６万８６５１円及びこ

れに対する平成１６年６月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。

３ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

４ 訴訟費用は，これを１０分し，その９を被告の，その余を原告らの負担とす

る。

５ この判決は，第１項及び第２項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告は，原告Ａに対し，２７６３万円，原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄの各自に対し，

８６５万円及びこれらに対する平成１６年６月１２日から支払済みまで年５分

の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要

１ 本件は，平成１６年４月に胃癌であると診断されたＥが，被告の設置するＦ

病院（以下「被告病院」という ）で胃全摘手術等の手術を受けた後，容態が。

悪化し，Ｇ医科大学医学部附属病院（当時。以下 「医大」ないし「医大病，

院」という ）に転送後死亡したことについて，担当医師の説明義務違反や上。

記手術時の手技の誤り，術後管理上の過失等が原因であると主張して，Ｅの相

続人である原告らが，被告に対し，不法行為（使用者責任）に基づき，損害賠

償及びこれに対する不法行為日（Ｅの死亡日）である平成１６年６月１２日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている
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事案である。

２ 前提事実（証拠等を示さない事実は当事者間に争いがない。また，以下，断

りのない限り，月日の記載は平成１６年を指し，時刻は２４時間制で表記す

る ）。

(1) 当事者

ア 原告Ａは，Ｅ（昭和１５年１１月２８日生）の妻であり，原告Ｂ，同Ｃ

及び同Ｄは，いずれもＥの子である。

イ 被告は，被告病院の設置者であり，同病院でＥの治療に当たった医師の

使用者である。

(2) 被告病院の受診及びその後の経緯の概要

ア Ｅは，２月ころ，胃癌集団検診で異常を指摘され，４月１９日に被告病

院で胃癌と診断された。被告病院外科のＨ医師は，同月２２日，家族に対

し，早期癌と考えられると伝えたが，Ｅには胃の病気であるとのみ伝えた

（一部につき乙Ａ１〔５，７頁 。〕）

イ Ｅは，５月４日，被告病院外科に入院した。外科のＩ医師は，同月６日

午前，Ｅ及び家族に対し，手術内容等の説明をし，この際，Ｅに対し，癌

告知をした（一部につき乙Ａ２〔１９～２４頁 。Ｅは，同日午後に，Ｉ〕）

医師らにより，胃全摘術，胆嚢摘出術（以下「本件胃全摘術」という ）。

を受けたが，その際，５ 程度，肝左葉が損傷された。mm

ウ 本件胃全摘術後，Ｅに肝左葉損傷部から胆汁の漏出があると考えられた

ことから，同月７日，開腹ドレナージ術と肝左葉部分切除術（以下「本件

m再手術」という ）が施行されたが，同月８日２１時にＥの血圧は６０。

台となり，２３時ころに呼吸不全となった。同月１０日には気管内mHg

挿管され， （急性呼吸窮迫症候群）と診断された。ARDS

エ 同月１３日には，Ｅは，医大病院の （集中治療室）に転送されたが，ICU

６月１２日１１時１１分に死亡した（甲Ｃ２ 。）
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３ 争点

(1) 説明義務違反の有無

(2) 本件胃全摘術時における手技の誤りの有無

(3) 本件胃全摘術後管理に関する過失の有無

(4) 本件胃全摘術後に禁忌とされる投薬を行った過失の有無

(5) 本件胃全摘術の翌日に本件再手術を実施した過失の有無

(6) ５月１０日における転送義務違反の有無

(7) 各過失行為とＥの死亡との間の因果関係の有無

(8) 損害額

４ 争点についての当事者の主張

(1) 争点(1)（説明義務違反の有無）について

（原告ら）

ア Ｈ医師は，Ｅやその家族に対し，医大の助教授によって手術がされると

の虚偽の説明をし，Ｅをして，被告病院において手術を受けることを決意

させた。

イ また，Ｈ医師は，Ｅに対して，病名を告知すべきであるのに，本件手術

直前まで胃癌であることを告知せず，治療方法についてＥの選択権を侵害

した。

（被告）

ア Ｈ医師は，Ｅらに対して，患者が７５歳以上の高齢者であったり重篤な

状態にある場合など特別に困難が予想される手術では医大から助教授を招

いて手術してもらうこともあることを述べたにすぎず，本件手術について

助教授に執刀を依頼すると説明したことはないし，本件手術は困難が予想

されるものではなかった。

イ 癌の告知方法は，患者の肉体的・精神的状態，家族の受入態勢，予後等

を総合考慮してされるもので，医師の裁量に委ねられている。本件では，
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これらの事情を考慮して，まず家族に正式な病名を告知し，家族に受け入

れてもらってから，Ｅに対しても告知した。このことは，原告Ａも了解し

ている。

また，Ｅに対して癌の告知をした際にも，何も治療をしないことを含め

て十分な選択肢を示し，各選択肢について問題点や予後について説明を行

っており，最終的な決断はＥに委ねているから，Ｅの選択権を奪っていな

い。

(2) 争点(2)（本件胃全摘術時における手技の誤りの有無）について

（原告ら）

ア Ｉ医師は，本件手術における開腹後，左肝三角靱帯（間膜）を切離する

前に，Ｅの肝臓自体が極めて薄く，肝臓と靱帯の見分けがつきにくいこと

を把握していた。したがって，電気メスで肝臓実質を損傷しないように，

細心の注意を払って肝臓の実質と靱帯との境界を確認したうえで上記切離

を行う注意義務を負っていた。

しかるに，Ｉ医師は，上記切離に先立ち，肉眼により，靱帯と肝臓との

境界を慎重に確認することを怠った過失により，肝臓の実質を損傷した。

イ また，肝実質を損傷した場合には，その縫合を十分にしなければならな

いのに，執刀医らは，これを怠り，損傷後の縫合を十分に行わなかった過

失がある。

（被告）

ア 本件では，肉眼的には，当該部位は，薄い靱帯様の形状及び靱帯と同じ

黄白色という色調から，外観上靱帯と考えられたのであり，また，切離開

始前に当該部位を手で触った感触からも靱帯と考えられたものである。切

離開始前には，慎重に見ても，当該部位が肝実質であることは判明し得な

い。しかも，左肝三角靱帯の切離に当たっては，肝実質及び横隔膜の双方

を損傷しないよう，横隔膜から一定の距離を置いて行うところ，本件でも，
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横隔膜から２ 程度離れた部位を切離しようとした。この部位は，通常，cm

左肝三角靱帯の部位である。

このように，Ｉ医師は，肝実質を損傷しないよう，当該部位が左肝三角

靱帯であることを確認するために必要な注意義務を尽くしていた。

なお，本件の胆汁漏出は，肝実質からのものであり胆管が開いていた左

肝三角靱帯の切離部からのものではない。

イ また，肝左葉に生じた５ 程度の損傷部位に対しては，コアグレーmm

ターにて断端を凝固させた後，出血や胆汁漏出のないことを確認し，アビ

テンを貼付して補強した。その後，手術終了まで約３時間にわたって上記

部位近傍にガーゼを留置し，出血及び胆汁漏出の有無を確認したが，異常

は認められなかった。そのうえ，念のため，手術終了前にアビテンを追加

貼付した。手術終了後にガーゼ交換を３回実施しているが，その際にも出

血及び胆汁漏出は認められていない。

損傷部位が５ 程度で，止血処置後に出血も胆汁漏出も見られないmm

場合は，肝臓実質が極めて脆い組織であって，血管や胆管が明らかでない

場合に無理に結紮，縫合を行うと損傷部位を拡大させる危険性が高いから，

コアグレーターで損傷部位を凝固した後にアビテンを貼付するのは一般的

な外科措置で，適切なものであるから，過失はない。

(3) 争点(3)（本件胃全摘術後管理に関する過失の有無）について

（原告ら）

，ア 院内感染としての （メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）感染症はMRSA

高齢者たる患者について術後に発症しやすく，術前より口腔や鼻腔に常在

していた が手術時の胃管挿入や気管内挿管により消化管や気管内MRSA

に入り，術後腸炎や肺炎を引き起こし，高齢者では，重症 腸炎にMRSA

より死に至ることもある。

したがって，胃癌の術後管理に携わる医師は，患者の 感染を予MRSA
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防するとともに，術後の感染兆候の把握のために細心の注意を払い，血圧

Mが低下したり血液データ上において腎不全の兆候が出現した場合には，

，RSA腸炎等の発症を疑い，便やドレーン等から採取されたあらゆる排液

血液などについて細菌検査を実施したうえ，後記のとおり，想定される細

菌である に有効とされるバンコマイシンの経口投与を開始する義MRSA

務があった。

そして，Ｅについては，本件胃全摘術後，５月７日１９時ころに体温が

３８．６度，同日２１時ころに３９．４度，同月８日１５時３０分ころに

３９．０度まで上昇したことに加え，本件胃全摘術の翌日である同日に急

激に血圧が低下し，血液データ上において腎不全の兆候が出てきたのであ

る。したがって，この時点までに生じた体温の上昇や他の臨床症状からみ

て，Ｅについて 感染症を疑い，あらゆる排液や血液などの細菌検MRSA

査を行うべきであったのみならず，同月９日には多量の水様便が認められ

たから，速やかに便の培養検査を実施すべきであったし，これらの症状等

から，Ｅが 腸炎を発症していると強く疑い，速やかにバンコマイMRSA

シンの経口投与を開始すべきであった。

しかるに，担当医師は，これらの検査を実施せず，バンコマイシンの投

与も速やかに開始せず，同月１１日から点滴投与したにすぎず，上記の義

務を怠った。

イ そのほかにも，栄養の低下は易感染性を助長するので，Ｅの体重や血清

蛋白量，貧血に注意して，高カロリー輸液等により栄養状態を是正するこ

とが大切であるところ，Ｅは，高齢のうえ，５月５日の夕方から欠食状態

にあり，２度にわたる手術を受けた後は，手術侵襲や感染に対する抵抗力

が著しく低下していることが予見できた。また，５月８日にはＥについて

（全身性炎症反応症候群）や敗血症性ショックが疑われていた。しSIRS

たがって，Ｅに対しては，本件再手術直後から，高カロリー輸液を投与し，
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十分な栄養補給をすべきであった。

しかるに，担当医師は，Ｅに高カロリー輸液を投与せず，同月１０日に

なって初めて投与したのであり，術後の栄養管理を怠った過失がある。

（被告）

ア 本件再手術後に生じたＥの状態悪化は，５月８日ころからみられている。

原告らは，この状態悪化の原因が 感染であることを前提に，感染MRSA

MRSA M症対策について過失があったと主張しているが，Ｅに 感染たる

腸炎が認められたのは，５月１３日であるし，重症感染症の発症にRSA

は一定の時間が必要であるから，本件胃全摘術の２日後，かつ，本件再手

術の翌日に術後感染による重症感染症が発症したと考えるのは合理的でな

い。Ｅは， 自体によって，ないしこれに起因した事態によって，状ARDS

態が悪化したものである。したがって，原告らの主張は失当である。

イ また，５月８日の時点では，Ｅに生じた急性呼吸不全の原因として感染

性（細菌性，ウイルス性）肺炎， を主徴とする （全身性炎症ARDS SIRS

反応症候群）が疑われたため，これらの疾患に対する治療として，細菌性

肺炎に対して，抗生剤メロペン，チエナム，パズクロス及びダラシン ，S

ウイルス性肺炎に対しては献血ヴェノグロブリン ， に対してはIH ARDS

エラスポール及び がそれぞれ投与されており，十分な治療がされてFOY

MRSAいる。また，５月１０日及び１２日にされた血液培養によっても，

につき陰性であったのであるから，結果的にも術後１日目に血液培養検査

を行う意味がなかったのであって，担当医師らが行った上記治療に問題と

なる点はない。

Ｅは，状態悪化に際しての初発症状が呼吸苦であり，しかも，発症当初

の胸部 線写真及び胸部 検査の結果において， を含む細菌性X CT MRSA

（壊死性）肺炎所見はなく，その 検査所見は，すりガラス状の浸潤影CT

で を呈しており，客観的には細菌性肺炎や 肺炎といえないARDS MRSA
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ことは明らかであるから，原告らの主張は失当である。

(4) 争点(4)（本件胃全摘術後に禁忌とされる投薬を行った過失の有無）につ

いて

（原告ら）

ア 術後感染症の発症を未然に防止し，感染症の増悪を防ぐには，Ｅの全身

状態を良好に保ち，感染に対する抵抗力を維持することが不可欠となる。

イ Ｅに対して，５月９日及び１１日に大腸刺激性下剤テレミンソフトが，

同月９日２４時に統合失調症や躁病に適応のあるセレネースが，同月１０

日から１３日までは抗生剤パズクロスがそれぞれ投与された。

しかし，テレミンソフトは腹膜炎やイレウスといった急性腹症の疑いが

あるＥに対しては禁忌とされているところ，同月１０日には，麻痺性イレ

ウスになったことなどを担当医師が認識していたことを窺わせるし，医大

病院のＪ医師は，Ｅが被告病院で腹膜炎を発症したとしているから，Ｅに

対してはテレミンソフトを投与してはならなかったのに，これを投与した

過失がある。

また，セレネースには麻痺性イレウス，腸管麻痺，嚥下困難，頻脈等に

引き続き発熱するといった重大な副作用があり，腎機能低下や筋強剛を伴

う嚥下困難から嚥下性肺炎となり，高熱の持続，意識障害，呼吸困難，循

環離脱，脱水症状，急性腎不全に移行して死亡した例の報告があるから，

本件再手術後まもなく重症感染症を発症したと疑われるＥに対してセレネ

ースを投与すべきではなかったのに，これを投与した過失がある。

さらに，パズクロスは，使用上の注意上，細菌学的検査実施後に投与す

る，腎障害のある患者，高齢者には慎重投与などとされているし，その副

作用として急性腎不全やショックや大腸炎等が挙げられており，異常が認

められた場合には投与を中止すべきとされている。そうすると，Ｅの場合

にも，投与に先立ち，同月８日中に細菌検査を実施すべきであったし，Ｅ
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について敗血症性ショックや腸閉塞が疑われ，水様便も認められていたか

ら，細菌検査の結果を待たずにパズクロスを投与すべきではなかった。ま

た，パズクロスの投与後にＥの腎機能が低下するなどしていたから，投与

を速やかに中止すべきであったのに，担当医師には，これをしなかった過

失がある。

ウ そればかりか，Ｅに対しては，心機能悪化や呼吸抑制等の副作用がある

とされているソセゴン，ボルタレン，アタラックス ，ドルミカム及びマP

スキュラックス，並びにインスリン療法に適応であって，重症感染症等に

は禁忌とされるヒューマリンや，腎機能低下等のある重症感染症に禁忌と

されている副腎皮質ホルモン製剤ソル・メドロールが投与されており，こ

れらはいずれもＥに対して投与すべきではなかったのに，投与した過失も

ある。これによって，Ｅはショック状態となり，また，心機能，腎機能及

び重症感染症を増悪させた。

（被告）

ア イレウスには腸に物理的閉塞のある機械的イレウスと，これがない麻痺

性イレウスがあり，前者の場合にテレミンソフトを投与して腸蠕動を亢進

させると症状が悪化するが，後者の場合には排便が促進されて病態の改善

がみられる。Ｅについて疑われたのは後者の麻痺性イレウスであるから，

テレミンソフトの投与は適切であった。

また，セレネースについては，原告らは，報告されている副作用を羅列

するにすぎず，Ｅの病態においてこれを投与すべきでない医学的根拠が何

ら示されていない。

さらに，パズクロスについては，その添付文書においても，原則として

感受性を確認するとされているにとどまるし，Ｅについては，感受性の結

果を待つよりも重症感染症を制御するという重要な目的で投与されている

から，この点については何ら非難されるいわれがない。本件では，５月１
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０日当時， 及び血清クレアチニン値が上昇しており，パズクロスのBUN

ようなニューキノロン系抗生物質の腎機能へ与える悪影響も懸念されたも

のの，Ｅは発熱が続いており，重篤な感染症の可能性のある状態では，腎

機能障害よりも生命に危機を及ぼす重篤な細菌感染症の制御を優先したも

のであって，この判断は正当である。

イ ソセゴン，アタラックス は，術後の鎮痛，鎮静目的で，５月６日，P

７日及び９日に用いている。ショック前のソセゴンの最終投与は同月７日

１７時であるところ，ソセゴンの体内半減期からすれば，同月８日２１時

にＥがショック状態になった時点にはほとんど体外に排泄されているし，

同月９日にはショック状態から離脱したから，ソセゴン及びアタラックス

を同日に投与したことはショック状態とは無関係である。また，ソセゴP

ンやアタラックス によって循環血液量が減少することもないし，ＥにP

ARついて呼吸抑制状態は全期間を通じて認められていない。呼吸不全は

によるものであって，これらの薬剤とは無関係である。DS

ボルタレンは，５月７日及び８日に解熱，鎮痛目的で使用しているが，

同月７日に安全に使用できた薬剤について，翌日に使用すればショック状

態になるか否かを予測することは困難であったし，そもそもボルタレンの

使用によって循環血液量が減少するとか，使用時においてＥに重篤な心機

能不全があった事実はない。

ドルミカムは， による呼吸不全回復のためにした人工呼吸器管理ARDS

下の鎮静目的，マスキュラックスは同じ人工呼吸器管理下の筋弛緩目的

（自発呼吸停止）で使用したが，ドルミカムを投与した５月１０日の時点

でＥはショック状態ではなかったし，人工呼吸器管理下においては，自発

呼吸停止のため，呼吸抑制状態をもたらす薬剤を投与する必要があるので

あるから，治療目的に合致する薬剤を投与したものというべきである。

ヒューマリンの投与をしたのは，Ｅについて高血糖を認めたからであり，
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Ｅに対する適応はあったし，これを投与した５月１１日の時点ではＥにつ

いて重篤な心・肝・腎障害，重症感染症等は認められておらず，Ｅに対す

る投与が禁忌となることもない。ソル・メドロールは， や にSIRS ARDS

よって引き起こされた過剰な炎症を抑えて呼吸不全からの早期離脱を図る

ために投与したもので，投与時においてＥに重篤な腎機能低下等は認めて

いないから，その投与は禁忌でない。

(5) 争点(5)（本件胃全摘術の翌日に本件再手術を実施した過失の有無）につ

いて

（原告ら）

縫合不全が疑われた場合の治療としては，適切なドレナージ，高カロリー

輸液，抗生剤の投与を行うものとされており，ドレナージ以外の再手術は極

力避けるものとされている。また，肝臓実質は，通常，極めて脆い組織であ

り，血管や胆管が明らかでない場合は，無理に結紮及び縫合を行うと，かえ

って損傷部位を拡大する危険性が高いし，５月７日の本件再手術前には，腹

膜炎を裏付ける臨床所見はなかった。さらに，Ｅのような高齢者に対し，１

回目の手術から間もない時期に再手術を実施すれば，感染症に至る危険性は

極めて高かった。

したがって，ドレナージによる経過観察をする時間的余裕が十分にあり，

Ｅに腹膜炎症状が出現していないから，上記のような危険性のある再手術を

実施すべきではなかったのに，本件手術を実施した過失がある。

（被告）

胆汁漏については，肝臓や胆道系から消化管を介さずに直接胆汁が出る場

合と，消化管吻合，縫合不全から消化液や粘液とともに胆汁が出る場合があ

るところ，本件胃全摘術の再建方法の場合，胆汁漏が生じると考え得る部位

Yには，①肝左葉の損傷部位，②食道空腸吻合部，③空腸断端縫合部，④

脚吻合部，⑤十二指腸断端縫合部，⑥胆嚢管切離断端又は⑦胆嚢切除部の肝
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床があることから，胆汁漏の部位を明らかにするため，５月７日，ドレーン

Cの位置と胆汁の性状の把握，消化管造影検査，経静脈性胆道造影及び腹部

検査を行ったところ，①肝左葉の損傷部位からの可能性が極めて高いと診T

断された。

この場合は，保存的に，肉芽が盛り上がって瘻管が形成されることを待つ

ことも治療の選択肢となるが，瘻管形成がうまくされない場合には，腹腔内

膿瘍が形成されたり，重篤な汎発性腹膜炎になり，その時点で再手術を行っ

ても死亡する可能性が高率となる。他方，早期の再手術には，２度の手術侵

襲を短期間にＥに与えるという欠点もあるが，肝臓断端からの胆汁漏であれ

ば再手術は短時間で可能で侵襲も少ないうえ，その成功率は極めて高く，再

手術以降，胆汁の暴露がなくなり，重篤な腹膜炎を回避できる。

担当医師は，以上の考えから，再手術を選択したものである。Ｅについて

縫合不全があったとの原告らの仮定は，何ら根拠があるものではなく誤りで

ある。

(6) 争点(6)（５月１０日における転送義務違反の有無）について

（原告ら）

Ｅは，５月１０日に気管内挿管され， と診断されており，厳重な全ARDS

身管理が必要な容態に至っていたうえ，原告らがＥを高次医療機関に搬送す

るよう求めていたのであるから，担当医師は，Ｅを速やかに高度医療を施す

ことができる医療機関へ転送する義務があった。

しかるに，担当医師は，これを怠り，転送時期を遅らせた過失がある。

（被告）

原告らから初めて転送の希望が述べられた５月１０日当時は，Ｅに生じた

呼吸不全に対処すべく，気管内挿管後，人工呼吸器をつないだ直後であり，

脈拍や血圧，呼吸などのバイタルサインが不安定な状態で，また， とARDS

確定診断した直後であった。そのため，Ｅを約１時間救急車に乗せて医大病



- 13 -

院まで搬送すると，その病態を悪化させる危険性があった。この点は原告ら

に説明して了承を得ている。

したがって，同日の時点における転院義務はないし，この時点で，医大第

二内科の医師の指導を受けて治療に当たっており，この観点からも，被告病

院の対応に問題はない。

(7) 争点(7)（各過失行為とＥの死亡との間の因果関係の有無）について

（原告ら）

ア Ｅの死因

Ｅは， 感染症による多臓器不全により死亡したものである。MRSA

イ 過失行為と死因との関係

そして，被告病院の担当医師がＥの治療に関する選択権を奪っていなけ

れば（争点(1) ，Ｅが本件の死亡時に死亡することはなかった。また，本）

件胃全摘術後の胆汁漏出が術中に生じた肝損傷部からであることについて

の明確な反証はないから，１回目の術中に誤って肝損傷部を傷つけた過失

（争点(2)）により，Ｅが に感染した。MRSA

仮にそうでないとしても，被告病院の担当医師が，危険防止のために必

要とされる最善の注意義務を尽くし，Ｅについて 感染症の発症をMRSA

疑い，適切かつ十分な治療を行ったとはいえず（争点(3)～(6) ，そのよ）

うな治療が行われていれば，Ｅが本件の死亡時に生存していた高度の蓋然

性がある。

すなわち， 腸炎関連の死亡例では， が便以外からも検出MRSA MRSA

された重症例と便に限局して検出された比較的早期とみられる例とでＥの

死亡率を比較した結果，前者の死亡率が有意に高く，しかも 腸炎MRSA

を発症すると全身感染症に発展する可能性が極めて高いため，直ちにバン

コマイシンの経口投与等をした方がよいとされており，平成４年６月の当

時においても， 腸炎を発症した患者に対してバンコマイシンを経MRSA
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口投与すると，死亡率を半分以下に下げることができたとされている。上

記の死亡例の中には，バンコマイシンの投与がされずに死亡するに至った

症例も含まれているから，バンコマイシンの経口投与がされた症例の死亡

率はきわめて低い。そして，Ｅについては，５月９日から多量の水様便が

認められながら同月１０日の血液培養検査では が検出されていなMRSA

いから，同日の時点では が便以外から検出されていない比較的早MRSA

期の段階にあったといえ，この段階で直ちにバンコマイシンの経口投与が

開始されれば，全身感染症に発展する前に容態が改善した可能性が極めて

高かったのであり，逆に，バンコマイシンを点滴投与しても容態の改善は

期待できなかった。

仮にＥの死亡時に 腸炎が治癒していたとしても，それは，被告MRSA

病院においてバンコマイシンが経口投与されなかったためにＥが全身感染

症に発展し，多臓器不全により死亡するに至った一方で，転院先の医大病

院で 腸炎との診断に基づいてこれに対する治療がされた結果としMRSA

て，これが治癒されたにすぎない。

このように，同月９日か，遅くとも同月１０日からＥに対してバンコマ

イシンの経口投与を継続するか，同月１１日に，バンコマイシンの点滴投

与ではなく経口投与をしていれば（争点(3) ，Ｅの死亡を回避できた高度）

の蓋然性がある。

その他にも，本件胃全摘術後に禁忌とされる投薬を行った過失（争点

(4)）により，Ｅの心・腎機能及び重症感染症の増悪を招く等，Ｅの容態

を悪化させたうえ，本件胃全摘術の翌日に本件再手術を実施したことによ

り（争点(5) ，短期間になされた２度の手術によってＥが 感染症） MRSA

を発症するに至ったといえるし，同月１０日における転送義務違反をして

いなければ（争点(6) ，Ｅの死亡は回避できた。）

（被告）
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ア Ｅの死因

本件再手術直後には，Ｅの全身状態に急激な悪化が認められているもの

の，その時点では明らかな感染兆候は見られていないが，その後に，Ｅは，

黄色ブドウ球菌由来のトキシックショック症候群（黄色ブドウ球菌が増殖

して -1が産生されたことにより発症する急性の全身性中毒性疾患）TSST

を合併したことで， になり， の一症状として が生じたうSIRS SIRS ARDS

え， リンパ球の活性化により臓器が障害され，最終的に多臓器不全となT

って，死亡したものである。原告らは， 腸炎をＥが発症した旨主MRSA

張するが，それは，後記のように -1の活動によって生じた症状のこTSST

MRSA MRSとを指すにすぎず， によるものではないし，まして，劇症型

なる症状は存在しない。また， 感染は，日和見感染によって，A MRSA

菌交代現象の結果として発症しているが，死因には関わっていない。

イ 過失行為と死因との関係

本件胃全摘術中に肝損傷が生じたことにより，再手術をすることとなっ

ているが（争点(2) ，仮にＥの死因を に関連づけて捉えるとして） MRSA

も， の発症は不可抗力であり，適切な感染対策がとられていてもMRSA

院内感染をなくすことは難しいとされており，結果的に再手術となったこ

ととＥの死亡との間に因果関係はない。

また，術後管理についてみても（争点(3) ，トキシックショック症候群）

による では死亡率が高率であり，これに対する確立された治療法はSIRS

なく，Ｅを救命することは国内でも高水準の医療機関であっても難しく，

その可能性はかなり低いといわざるを得ない。また，トキシックショック

症候群においては，前記のとおり，黄色ブドウ球菌が増殖して -1がTSST

産生され，これがサイトカインストームという，全身の免疫が異常に活性

SIRS TSS化された状態を引き起こしたことによって となるところ，この

-1が 由来であれば，バンコマイシンの投与によってその産生量をT MRSA
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減少させることができるものの，一度発症した に対してバンコマイSIRS

シンは効果がない。バンコマイシンにはサイトカインストームを沈静化す

る効能がないからであり，これについて十分な効果を有する薬剤は現在の

ところ存在しない。

そのほかにも，本件胃全摘術後に，原告が禁忌であると主張する投薬を

したことについては（争点(4) ，テレミンソフトの投与の結果，大量の排）

便が認められてＥの状態は改善しているし，パズクロスの継続投与によっ

ても，腎機能のみならずすべての異常値が改善を示し，一度は （播種DIC

性血管内凝固症候群）からも脱しているのであって，このことからすれば，

パズクロスが腎機能異常の原因とはなっていない。そのうえ，ソセゴンや

アタラックス の投与によるショックは生じていないし，ボルタレンのP

投与による血圧低下等も生じていないほか，ドルミカムやマスキュラック

スを使用した人工呼吸器管理によってＥの呼吸不全は著しく改善されてい

る。

このように，原告らの主張する上記過失行為については，Ｅの死亡との

因果関係は否定される。その余の原告らの主張する過失行為についても同

様である。

(8) 争点(8)（損害額）について

（原告ら）

ア Ｅに生じた損害（相続）

Ｅには，上記各過失による死亡により，次の各損害が発生し，これを，

原告らが法定相続分に応じて（原告Ａが２３６３万円，原告Ｂ，同Ｃ及び

同Ｄがそれぞれ７８７万円〔１万円未満切捨て ）相続した。〕

(ｱ) 逸失利益 ２３２６万円

Ｅは事故発生当時６３歳であり，２９４万７６９８円の年金収入を得

ており（① ，死亡していなければ，平均余命１７年間にわたって同額）
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の年収を得ることが確実であったから，生活費控除率を３０％としたう

え（② ，中間利息をライプニッツ式計算式により控除すると（③ ，次） ）

の計算式のとおり，上記損害が生じた（１万円未満切捨て 。）

〔計算式〕①2,947,698×②（１－0.3）×③11.274≒23,260,000

(ｲ) 慰謝料 ２４００万円

イ 原告Ａ固有の損害

葬儀費用 １５０万円

ウ 弁護士費用

(ｱ) 原告Ａについて ２５０万円

(ｲ) 原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄについて 各７８万円

エ 合計

(ｱ) 原告Ａ ２７６３万円

(ｲ) 原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄ 各８６５万円

（被告）

不知ないし争う。

第３ 当裁判所の判断

１ 認定事実

前提事実，証拠（乙Ａ１～４，証人Ｉ及び後掲証拠）及び弁論の全趣旨によ

れば，次の事実が認められる。

(1) 被告病院の受診と検査

ア Ｅは （平成１６年）２月ころ，胃癌集団検診にて異常を指摘されたた，

め，４月１３日に被告病院内科を外来受診し，同月１５日に上部消化管内

視鏡検査を受けたところ，その際行われた生検により採取された組織の病

理組織検査の結果，同月１９日，胃に中等度分化型の腺癌が見られるとの

病理診断がされたことから，胃癌と診断された（乙Ａ１〔７，５７頁 。〕）

そこで，Ｅは，手術適応があると判断した被告病院内科の医師の紹介に
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より，同月２２日に同病院外科を受診した。Ｅを担当したＨ医師は，Ｅ及

びその家族に対し，胃内視鏡検査の結果，Ｅは手術適応がある病気である

が，精査をしたうえで今後の方針などを決定することを説明する一方，家

族に対してのみ，Ｅの生検の結果，悪性腫瘍が見られ，早期癌であると考

えられる旨説明した （乙Ａ１〔５頁 。この点に関し，原告らは，同日，。 〕

Ｅに対する手術を医大の助教授が行うとＨ医師が説明したと主張するが，

これに副う証拠は何もないし，診療録上も記載がないことに照らせば，採

用できない ）。

イ Ｈ医師は，Ｅに対して，同月２３日に血液検査，腹部 検査（造影あCT

り）及び心電図検査を，同月２６日に肺機能検査，胸部 検査及び胸部CT

線検査を，同月２８日に大腸内視鏡検査（ ）をそれぞれ実施した。X CF

その結果，Ｅは，５月４日から入院し，同月６日に手術を受けることとな

った（乙Ａ１〔５，９～２１頁 。〕）

(2) 入院及び本件胃全摘術の施行

ア Ｅは，５月４日に被告病院外科に入院し，腹部 検査等を受けた。CT

Ｉ医師は，Ｅ及びその家族に対し，同月６日午前，次のことを説明し，

Ｅ及びその家族の同意を得た （以上につき，乙Ａ２〔１７～２４，９９。

頁 ，Ａ４〔３，４頁 ）〕 〕

① Ｅに早期の潰瘍型の胃癌があること

② 良性の腫瘍であれば手術をしないこと，早期の胃癌であり，手術で９

８％程度根治が見込めること

③ 治療の選択肢として内視鏡，手術，抗癌剤治療及び何もしないことが

あるが，内視鏡はＥに適応がなく，抗癌剤治療は手術で直せない場合や

再発防止に使うものであり，何もしない場合は２年ほど生きられること

④ 手術の場合は，Ｅの腫瘍が直径２ 程度なので，開腹手術により胃cm

全摘の手術を行うこと，及びその手技の概略
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⑤ 手術による合併症として吻合不全や出血などがあること，術後にも心

筋梗塞，脳血管障害，出血，肺炎等があること

イ Ｅは，同日１２時５５分ころ，手術室に搬入され，全身麻酔をされたう

え，１３時３５分ころから，Ｉ医師及びＨ医師らにより，胃全摘術・胆嚢

摘出術（本件胃全摘術）が施行されたが，その際，医大の助教授は立ち会

わなかった。

本件胃全摘術中，Ｉ医師らは，腹部食道（食道胃接合部）に肝左葉が被

さっていたことから，これを右側に脱転させるため，左肝三角靱帯を横隔

膜から切離しようとした。Ｅの肝臓自体が極めて薄くなっており，靱帯の

ように薄い部分があって，肝臓と靱帯の境界が明瞭でなかったことから，

Ｉ医師は，横隔膜からの距離を確認し，肉眼的にも靱帯であると思われ，

かつ，左手で触った感触としても靱帯と思われる箇所に対して，右手で持

った電気メスを入れたところ，靱帯に対して電気メスを入れたときの感触

と異なると感じた。そのため，Ｉ医師が当該部位を肉眼で確認したところ，

当該部位が肝臓であったことが判明し，この操作によって，同部分を５

程度損傷した。そこで，Ｉ医師らは，コアグレーターで損傷部の断端mm

を凝固させた後，出血や胆汁漏出がないことを確認のうえ，止血効果のあ

るアビテンを貼付した。その後に，胃の全摘及び胆嚢の全摘を行い，肝臓

の損傷部に再度アビテンを貼付し，ドレーンを挿入してから，閉腹した。

本件胃全摘術は１８時４８分ころ終了し，Ｅは，１９時過ぎころ，病室に

帰室した。

（以上につき乙Ａ２〔６１，６３，１０９，１５７頁 ，Ａ４〔５～８〕

頁 ，証人Ｉ〔５，６，４９～５１頁 ）〕 〕

(3) 本件再手術の施行

本件胃全摘術終了後から５月７日８時にかけて，Ｅの体温は３６度台であ

ったが，同日９時には３８度になり，正午ころまで持続した。また，Ｅには
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黄色漿液性のガーゼ汚染がみられ，Ｅに縫合不全の可能性があることが疑わ

れたものの， 検査結果によっても挙上空腸断端付近に貯留がみられたが，CT

造影検査結果上は漏洩がみられなかったことから，吻合部縫合不全は考えに

くく，肝左葉損傷部からの胆汁漏出が原因として最も疑われると判断した。

そこで，Ｉ医師は，Ｅに腹膜刺激症状を含め腹痛が認められなかったものの，

今後胆汁性腹膜炎に移行することを防止する目的で，開腹して胆汁汚染を確

認するため，Ｅ及び原告Ａに説明をしたうえ，同日１５時ころから１７時こ

ろにかけて，開腹ドレナージ術及び肝左葉部分切除術（本件再手術）を施行

した （乙Ａ１〔５５頁 ，Ａ２〔２９，３０，１０５，１５７，１５９。 〕

頁 ）〕

/なお，同日の本件再手術前に行われた血液検査では白血球数が７３００

μ （基準値４０００～９０００μ ，炎症度の指標となる 値が２．８l /l CRP）

７ （基準値０．３ 以下 ，いずれも腎機能の指標となる はmg/dl mg/dl BUN）

mg/dl mg/dl m１３．９ （基準値８～２０ ，血清クレアチニン値は０．７５）

（基準値０．８～１．２ ）であった（乙Ａ２〔３０，１２３，１g/dl mg/dl

２７ 。〕）

(4) 本件再手術後の経過

ア 本件再手術後もＥの体温は上昇し，５月７日２１時ころには３９．４度

となったが，そのころにボルタレン坐薬を投与した後は低下し，翌８日０

時ころには３６．８度となった（乙Ａ２〔１５９頁 。〕）

イ ５月８日午前におけるＥの状態は，吻合部ドレーンから漿液性，淡血性

の排液が，その他のドレーンから漿液性の排液があって，０時から５時こ

ろまでの尿量は６０ で尿比重は１．０３０，心拍数は１２０，血圧ml

（収縮期，以下も同じ ）は１２０ 台， （酸素飽和度）は９８。 mmHg SpO2

％であり，浮腫はないというものであった。担当医師は，Ｅの体内におけ

る水分量が減少していると考え，生理食塩水を投与して負荷をかけたとこ
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ろ，尿量は３時間で６０ の状態にまで増加した。午前中から，前日にml

引き続き，抗生剤メロペンが投与された。

また，Ｅに対して同日昼に行われた胸部レントゲン検査の所見は，無気

肺があるが著明な心拡大はないというものであった。

Ｅの体温は，１０時ころで３６．７度であったが，１５時３０分ころに

３９．０度まで上昇したため，ボルタレン坐薬が投与され，１６時３０分

ころには３６．８度まで下降した。

なお，同日に行われた血液検査では，前日の結果に比べて，白血球数が

２８００μ に減少し， 値は１８．１３ に， は２１．９/ l CRP mg/dl BUN

に，血清クレアチニン値は１．３７ にそれぞれ上昇して基準mg/dl mg/dl

値の範囲外となった。

（以上につき，乙Ａ２〔３１，１２３，１２７，１５９，１６１頁 ）〕

ウ ところが，同日２１時ころ，Ｅの血圧は６０ まで下降し，担当mmHg

医師に対して，Ｅの尿量が減少したとの報告があったことから，アクチッ

ト５００ を１時間当たり１００ 投与することで負荷をかけたが，ml ml

尿量は増加しなかった。

同日２２時５０分には，Ｅは，気分が悪く嘔吐感があると訴え，血圧は

依然として６０ であり，呼吸不全の状態であった。そのため，２mmHg

３時ころ，Ｅに対する酸素投与量を２ 分からマスク下３ 分に増やし，l/ l/

生理食塩水５００ 及び昇圧剤エホチールを投与するなどしたところ，ml

翌９日０時３０分ころには，Ｅは気分不良が大分よくなってきたと話すよ

。うになり，４時３０分ころには，血圧が１００ 台にまで上昇したmmHg

担当医師は，Ｅの上記状態につき，脱水による血圧低下，循環血液量減

少性ショックないし敗血症性ショックを考えた。

（以上につき，乙Ａ２〔３２，１６１，１６２頁 ）〕

エ ５月９日には，Ｅに対して中心静脈カテーテルが挿入された。
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/ l C同日午前に行った血液検査結果によれば，白血球数は４３００ μ ，

値は２７．５１ であり，同日午後には，白血球数は３３００μRP mg/dl /

， 値は３２．８７ であった。また，Ｅの体温は，同日１０時l CRP mg/dl

には３７．４度であったが，１２時過ぎには３９度以上に上昇した。担当

医師は，白血球数は正常範囲であるが，血小板数が減少し， 値が急CRP

上昇したこと及び高熱があるといったＥの状態から，Ｅが重症感染症を発

症している可能性があると考え，ヴェノグロビン の投与を始めたほか，IH

や の発症の可能性があるとも考え，各種ショックに対して用いSIRS DIC

。られる薬剤である を１日当たり１５００ の割合で投与し始めたFOY mg

その他にも，同日１０時にテレミンソフト，１８時ころにソセゴン，２１

時ころにアタラックス がそれぞれ投与された。P

他方，同日に撮影された胸部レントゲン写真から，Ｅが無気肺になって

いる疑いが生じていたうえ，Ｅの は８９ないし９０％台で不安定とSpO2

なっていた。もっとも二酸化炭素の貯留がみられなかったため，酸素投与

量を８ 分，１０ 分に順次増量した。l/ l/

なお，Ｅには１１時ころに，腹帯やシーツまで汚染するような多量の茶

褐色の不消化水様便が見られ，その後も，いずれも中量ではあるが，１４

時及び翌４時に水様便が見られた。

（以上につき，乙Ａ２〔３３，３４，１２３，１２６，１６３，１６４

頁 ）〕

オ ５月１０日８時過ぎには，１０ 分の割合で酸素を投与しているにもかl/

かわらず，動脈血ガス分析結果上， （動脈血の酸素分圧）が５３．８PaO2

（通常は約９５ ）であって，改善がみられないため，Ｅに対mmHg mmHg

し，気管内挿管がされ，人工呼吸器が付けられた。

同日１０時１０分ころ， は８６．６ に上昇する一方，白血PaO mmHg2

球数は８５００μ ， 値は３９．２６ に上昇したほか，当時の/ l CRP mg/dl
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，PT APTT D活性値， 活性値，フィブリノーゲン値及び ・ダイマー値から

の前段階の状態になっている疑いがあった。また，胸部レントゲン写DIC

真上，陰影がやや増強しているように思われたため，呼吸促進薬エラスポ

ールが投与されたほか，同日１０時３０分ころには，胸部 検査が行わCT

れた。

同日午後，Ｈ医師の依頼に基づき，放射線科医がＥの胸部レントゲン写

真及び胸部 画像を読影したところ， 又は肺実質に浮腫があり，CT ARDS

Ｅの肺の両下葉に無気肺があって，患者が肺炎を罹患していて，心拡大も

みられるとの診断をした。また，Ｈ医師は，医大第二内科のＫ医師に画像

及び検査データを電子メールで送信したうえで相談したところ，Ｋ医師は，

Ｅは であり，同月７日から投与されていた抗生剤メロペン及び同ARDS

月１０日に試験的に投与されたチエナムはあまり効果がないようなので，

ニューキノロン系の抗生物質に変更すべきであり，抗生剤で改善しなけれ

ば， や薬剤耐性緑膿菌，真菌が原因菌となっている可能性が考えMRSA

FOられるから，血液培養及び痰培養検査が必要である，エラスポールや

などの投与はそのまま継続してよいとの回答をした。そこで，Ｈ医師は，Y

同日夕方からＥに投与する抗生剤をチエナムからパズクロスに変更し，Ｅ

の心房細動に対しては，ジギラノゲン を投与したところ，夜間には心C

房細動が消失し，尿量も上昇したほか，血圧も１００ 以上となっmmHg

た。また，この日に，Ｅに対し，ソル・メドロール，鎮静剤ドルミカム及

びマスキュラックスが，それぞれ投与された。

その一方で， 検査が行われた後，Ｉ医師は，原告Ａ及び同Ｃに対し，CT

Ｅが という肺炎に罹患しており，専門医と連携をとって対応するARDS

旨説明をした。その際，原告Ｃは，Ｅを他院へ搬送してほしい旨の希望を

述べたが，同医師は，現時点では，搬送の危険性が多少あるので，搬送可

能になった時点で知らせると説明をしたところ，上記原告らは特に異議を
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述べなかった。

（以上につき，乙Ａ２〔３５，３６，３９，１２５，１５９，１６３，１

６５頁 ）〕

カ ５月１１日，Ｈ医師は，医大のＫ医師にＥの現状を報告したところ，Ｋ

医師からは， 感染の疑いを指摘され，血液培養及び痰培養検査をMRSA

頻回に行うこと， に対して抗生剤バンコマイシンを，予防的にもMRSA

早い段階で投与すること，便培養も行うようにすることを指導されたほか，

抜管は血液検査の結果等によって肺炎が改善してからするのがよいこと，

その他の治療はすべて問題なくできていることを指摘された。そこで，Ｅ

に対しては，同日１８時過ぎころから，バンコマイシンが点滴静注された。

他にも，Ｅに対し，テレミンソフト等が投与されたほか，血糖値が３００

を超えた状態が持続したため，ヒューマリンが投与された。同日の白血球

数は１０２００μ ， 値は４２．４５ であった （乙Ａ２〔４/ l CRP mg/dl 。

３～４５，１２５，１６７，１６８頁 ）〕

キ ５月１２日にも，Ｈ医師は，医大第二内科のＬ医師に相談したところ，

同医師は， 画像上，磨りガラス上の陰影が改善しており， は改CT ARDS

善傾向にあるが，両下肺野の肺炎像が増強していること，呼吸状態も改善

傾向にあるが，酸素濃度に関しては， が７０以上であれば，全く問題PaO2

ないので，むしろ高酸素状態による肺障害を警戒して，これを５０％以下

に落とした方がよいこと，抗生剤は腎機能障害に注意して投与すべきこと，

Ｅに関するデータが改善傾向にあり，よい方向に向かっていることを指摘

された。Ｈ医師は，同日における検査結果によれば血清クレアチニン値が

上昇（午前２．４３，午後２．５０ ）していたことや，同月１０日mg/dl

に採取していたＥの創のガーゼを培養していたところ， 菌が検出MRSA

されたものの，Ｅは表層から感染したと判断されたことから，バンコマイ

シンの投与を中止した。また，輸液の内容を，腎機能保護作用があるハイ
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カリック に変更することとした。同日の白血球数は１５４００～１５RF

６００μ ， 値は１３．９５～１７．０６ であった （乙Ａ２/ l CRP mg/dl 。

〔４５～４７，１２３，１２５，１４５，１６９頁 ）〕

(5) Ｅの転送とその後の経過

ア ５月１３日，Ｉ医師は，原告Ａ及び同Ｃに対し，Ｅが，本件再手術後に

という重い肺炎になったが，前日の では改善傾向が見られ，心ARDS CT

臓の機能も落ち着いており， 等のマーカーも改善傾向が見られる一方，DIC

腎機能が落ちてきている状態にあること，今後は感染症等について更に治

療が必要であるところ，この時点における肺及び心臓の状態からすれば，

医大病院へ搬送が可能であるので， の医師に依頼をしたことを説明をICU

し，原告Ｂに対しても同様の説明をした後，同日１３時ころ，Ｅを，医大

病院に転送した（乙Ａ２〔５７，５８，１７１，１７２頁 。〕）

イ Ｅは，同日１４時ころ，医大病院の に搬入され，担当医師は，ＥICU

の状態（ 値７．３５ ，白血球数１３５００μ ， １０２．CRP mg/dl / l BUN

０１ ，血清クレアチニン値３．７７ 等）に照らし，多臓器不mg/dl mg/dl

全の状態にあると診断した（乙Ａ３〔２，８，９，３７，１３８頁 ，証〕

人Ｊ〔２，３頁等 。被告は，この時点でＥの状態はかなり改善されてい〕

た旨主張するが，これらの証拠に照らし，にわかに採用できない 。。）

５月１４日，未明からＥに多量の水様便が認められ，また，同月１２日

に被告病院で採取していたＥの糞便及び気管内喀痰から が検出さMRSA

れたことが判明するとともに（乙Ａ２〔１４１，１４３頁 ，前日の血液〕）

培養検査及び痰培養検査の中間報告において，グラム陽性球菌の検出があ

るとの報告があった。そこで，担当医師は，Ｅが 腸炎を発症してMRSA

いるとの診断に基づき，同月１４日から，バンコマイシン０．５ の経口g

ないし経腸及び点滴投与を開始し，その後も１日に４回の割合でこれを継

続した （乙Ａ３〔１１，３９，４１，３２８～３５８，３６０～３９０。
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頁 ）〕

その後，同月２６日には， も検出されなくなっていたところ，MRSA

Ｅの横行結腸に穿孔が発見されたため，同月２７日に緊急手術を行い，ピ

ンホール大の上記穿孔を縫合した（乙Ａ３〔４，７２頁 。〕）

（以上につき，乙Ａ３，証人Ｊ）

ウ Ｅは，その後も状態が回復せず，６月１２日１１時１１分に死亡した。

Ｅの剖検記録には 「 腸炎， 肺炎を契機に起こった多臓器， MRSA MRSA

不全（特に肺，肝，腎）が直接死因になったと考えられる」との記載があ

り（甲Ａ２ ，死亡診断書には，直接死因たる多臓器不全の原因として，）

「急性呼吸不全， 腸炎，腹腔内膿瘍，腹膜炎」との記載があるMRSA

（甲Ｃ２ 。）

２ 争点(3)（本件胃全摘術後管理に関する過失の有無）及び争点(7)（各過失行

為とＥの死亡との間の因果関係の有無）について

(1) まず，争点(3)について判断する。

ア 後掲証拠によれば，次の医学的知見が認められる。

(ｱ) 高齢者（６５歳以上）は，手術後，従前より口腔，鼻腔に常在して

いた が手術後の胃管挿管や気管内挿管により消化管内や気管内MRSA

に入り，術後腸炎や肺炎を起こすなど 感染症を発症しやすいMRSA

（甲Ｂ３〔７０６頁 ，証人Ｉ〔５７頁 。〕 〕）

(ｲ) 術後感染症の場合は，手術直後から高熱が持続するか，手術直後に

上昇した熱が一旦解熱後再び上昇し，頻脈を呈し，多くは 状態とSIRS

なるところ，血液・血清学的検査所見が感染症の所見を示す（甲Ｂ３

〔１１４頁 。 のほかに感染においても，当然ながら 値が上〕） SIRS CRP

昇する（証人Ｉ〔２７頁 。〕）

(ｳ) 腸炎の臨床症状は，初発症状として下痢，発熱があり，腹部MRSA

症状（腹部膨満，イレウス等 ，全身炎症反応（発熱，頻脈，白血球の）
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増加又は減少 ，ショック症状（尿量の減少，脱水症状，血圧低下）な）

どが見られる。男性に多く，平均年齢も６０歳前後，術後２ないし５日

目までに多くが発症し，胃全摘手術後には，胃酸がなくなる関係で他の

手術後に比べて発生しやすい（甲Ｂ８〔１７４～１７６頁 ，証人Ｊ〕

〔１，２頁 。〕）

また，劇症型 とは，急激な循環不全，呼吸不全，全身状態のMRSA

悪化を伴い， や多臓器不全を併発して短期間で死に瀕する病態で，ARDS

臨床的定義であるところ，重度の血圧低下，尿量減少，血清クレアチニ

ン値や の急激な上昇は，劇症型 を疑うべき所見である（鑑BUN MRSA

定の結果 。）

(ｴ) 感染症を疑う場合は細菌を同定するため，排液，血液などのMRSA

細菌検査を行うべきである。上記劇症型 感染症を疑う場合は細MRSA

菌を同定する前にバンコマイシンの治療を行うことが多いが，議論の余

地がある（鑑定の結果 。）

イ そして，前記認定（１(2)，(3)，(4)ア～ウ）のとおり，Ｅ（当時６３

歳）は，高齢者に近い年齢であり，５月６日午後に本件胃全摘術を，同月

７日１５時ころから１７時ころにかけて本件再手術を受けており，本件再

手術の約４時間後に３９．４度の高熱があり，翌８日午前中から２１時こ

ろまでの間に，Ｅについて 値が前日の２．８７ から１８．１CRP mg/dl

３ に急上昇し，白血球数が２８００μ と減少していたほか，３９mg/dl / l

度台の発熱が前日に引き続いてみられ， 及び血清クレアチニン値のBUN

上昇，血圧の急激な低下（１２０→６０ ）及び尿量の減少がみらmmHg

れ，さらに同日２２時５０分ころには，依然として血圧が低下したままで

あり，Ｅは気分不良，嘔吐感を訴え，呼吸不全の状態であり，いわゆるシ

ョック状態を呈していたものである。そうすると，上記医学的知見に照ら

せば，Ｅについては， 感染症を発症しやすいと一般的にいえる状MRSA
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態にあり，同症状の発症の可能性を念頭に置くべき患者であったところ，

本件胃全摘術の２日後までに， 感染症を含む術後感染症を疑うべMRSA

MRSAき所見が見られたということができるから（現に，後記のとおり，

感染症を発症していたものである ，担当医師には，Ｅについて上記時点。）

において を含む感染症の発症を疑い，直ちに排液や血液等につきMRSA

細菌検査を行う注意義務があったというべきである（鑑定の結果もこれと

同旨である 。。）

この点に関し，Ｉ医師は，Ｅについて の状態にあると述べるがSIRS

（証人Ｉ〔２３頁 ，上記の医学的知見に照らせば，これは術後感染症の〕）

症状であるともいえるほか，その原因が感染を含めて外傷，熱傷等複数あ

り得るし（乙Ｂ４〔２２頁 ，原因が感染であった場合には重度のもので〕）

あると診断されるのであるから（証人Ｉ〔５２頁 ，仮にそのように診断〕）

していたとしても，同様に上記の注意義務があったというべきである。

しかるに，担当医師らは，感染症の発症の可能性を念頭に置いていたと

しながら（証人Ｉ〔３３頁 ，抗生剤の投与をするのみで，細菌検査を上〕）

記時点において行わず，５月１０日まで行わなかった（１(4)キ）のであ

るから，上記の注意義務を怠った過失がある。

ウ これに対し，被告は，肺の画像所見から であることが明らかでARDS

あることなどを根拠に，５月８日当時は 感染症は見られなかったMRSA

と主張し，Ｉ医師も，①ドレーンが汚染されるといった感染の兆候がみら

れなかったことや②同月１０日には血液培養検査結果によっても菌血症が

見られなかったことを根拠に，同月８日や翌９日当時は，感染症の発症は

否定的であったと供述する（証人Ｉ〔２６，２７頁 。しかし， は〕） ARDS

重篤な呼吸不全状態をいうにすぎず，その原因は手術のみならず敗血症や

ショック等様々であるから（甲Ｂ３〔１１６頁 ，その所見が見られたか〕）

らと言って直ちに感染症を否定してよいことにはならない。そのうえ，担
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MR当医師は，同月７日から継続して抗生剤メロペン他を処方しており，

を含め感染症の疑いを否定していたとは認め難く，上記①は根拠たりSA

得ないし， 感染症だからといって菌血症になるとは限らないとさMRSA

れていること（鑑定の結果）からすれば，上記②の根拠から直ちに同月８

日や翌９日当時に 感染症の罹患を否定できるとまでは認め難く，MRSA

被告の主張は採用できない。

また，被告が提出した鑑定意見書（乙Ｂ７）には，同月８日の時点にお

ける上記注意義務を否定する趣旨の記載があるが，この記載の根拠とする

ところは，鑑定の結果に表れた「劇症型 」との前提を否定する点MRSA

であるにすぎず，上記認定を左右するものではないし，Ｅについて術後に

明らかな感染兆候が見られていないとする点は，上記において認定した医

学的知見に照らし，たやすく信用できないといわざるを得ない。

エ なお，原告らは，上記のほか，本件再手術直後から，高カロリー輸液を

SIR投与する義務があったと主張する。しかし，手術直後から，あるいは

や敗血症性ショックがある場合に高カロリー輸液を投与すべきとの知見S

は認められないし，縫合不全の場合には高カロリー輸液を行うものとする

知見があるものの（甲Ｂ３〔１１７頁 ，Ｅについて縫合不全があったと〕）

認めるに足りる証拠はないから，原告らの主張は採用できない。

MRS(2) 以上によれば，Ｅの担当医師らには，本件胃全摘術後管理に関し，

感染症を疑って検査を行わなかった過失（以下「本件過失」という ）がA 。

あるから，進んで，本件過失とＥの死亡との間の因果関係について判断する。

ア まず，因果関係を判断する前提として，Ｅの死因について検討するに，

前記認定のとおり，Ｅは，５月８日に 感染症の罹患を疑わせる症MRSA

状が現れ，同月９日には一般的に 腸炎の症状とされる多量の水様MRSA

便（１(4)エ。証人Ｉ〔３６，３７頁 ，鑑定の結果）がみられたうえ，同〕

月１０日には創部から（判明は同月１２日。１(4)キ ，同月１２日には気）
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管内喀痰及び便から（判明は同月１４日。１(5)イ）それぞれ が検MRSA

出される状態となっていたのであるから，これらの事情を総合すれば，同

月８日の時点で，Ｅは 感染症に罹患し，翌９日には 腸炎をMRSA MRSA

罹患したと推認される。また，医大病院に転送された時点では，Ｅは多臓

器不全の状態にあったと診断されており，これに反する証拠はないことか

らすれば，多臓器不全であったと認めるのが相当であるし，喀痰や便から

が検出されただけでなく，血液からも が属するグラム陽性MRSA MRSA

球菌が検出されており（１(5)イ ， の存在が疑われていたことか） MRSA

らすれば，Ｅは の全身感染症の状態にあったと認められる。そうMRSA

すると，Ｅは，５月１３日の時点で，同月８日に罹患した 感染症MRSA

の悪化が見られたものと認められる。

そして，Ｅについては，５月２６日までには が検出されなくなMRSA

っていたものの，全身症状が改善することなく，６月１２日に死亡したも

のである。

そうすると，５月１３日の時点において罹患していた の全身感MRSA

染症それ自体は，その後死亡するまでに治癒するに至っているものの，後

記のとおり 感染症は患者の死亡原因となると理解されていることMRSA

からすれば，Ｅの死亡原因となり得ると考えられるうえ， 感染症MRSA

の治癒にもかかわらずＥの身体状態は改善が見られていないのであるから，

他に死亡原因があると認められない限りは， 感染症により全身状MRSA

態が悪化したことがＥの死因であると認めるのが相当である。そして，他

にＥの死亡原因となると判断される事情は存在しない。

したがって，Ｅが発症した 感染症は，Ｅの死亡原因であると認MRSA

めるのが相当である（鑑定の結果には，５月下旬にＥの横行結腸に穿孔が

生じたことが 感染症を制御できなくなった一因であるとの見解がMRSA

示されているが，この見解も基本的には上記死因を否定するものではな
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い 。。）

MRSイ これに対して，被告は，当初，Ｅについて，全身状態の悪化後に

感染症を罹患したとの機序を主張しており，意見書（乙Ｂ６）においてA

，も，Ｅが５月８日の時点で 感染症に罹患していたことが否定されMRSA

その根拠として，感染症発症には一定の時間が必要であることや，その前

日に無菌性の胆汁がドレナージされていることが挙げられている。しかし，

５月８日２１時ころには本件胃全摘術日から起算して２日が経過しており，

統計的にも術後２日目に発症した事例も１０％程度存在すること（甲Ｂ８

〔１７４頁 ）からすれば，前者の点は根拠たり得ないし，後者について〕

は，上記認定判断を覆すには足りないというべきであるから，この意見書

の見解はにわかに採用できない。

また，被告は，その後，本件について鑑定を実施した後に主張を改め，

Ｅが を含む黄色ブドウ球菌由来のトキシックショック症候群であMRSA

り，その場合は治療方法が確立しておらず，高率で死亡に至ると主張し，

これに沿う意見書（乙Ｂ７）を提出する。しかし，提出時期が時機に後れ

たものかどうかはともかく，この意見書の上記見解は， 腸炎なるMRSA

概念が我が国の医師においてのみ認識されているものであって，国際的に

は から腸炎等の症状が生ずると理解されていないことを根拠としMRSA

ているものと解されるが，本件の証拠関係に照らせば，このような見解が

あるというにとどまり，上記認定判断を覆すには足りないというべきであ

るから，これを直ちに採用することはできない。

ウ このように，Ｅの死因は 感染症であったと認められるので，そMRSA

の治療の効果及び予後について検討する。

まず， 感染症を治療するにはバンコマイシンの投与が有効であMRSA

るが（甲Ｂ８，鑑定の結果 ， 腸炎には，経口投与のみが有効であ） MRSA

り，点滴投与は有効でないともされているところ（甲Ｂ９ ，Ｅについて）
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は，バンコマイシンの点滴及び経口ないし経腸投与が５月１４日から継続

的にされた結果，５月２６日までには が検出されなくなり（１(5)MRSA

イ ，結果として 腸炎が治癒したのであるから，Ｅについてはバン） MRSA

コマイシンの投与が有効であったものと認められる。

また，Ｅのように便以外からも が検出された場合，バンコマイMRSA

シンの投与による死亡率が６．８％であるが，他方において， 腸MRSA

炎が関連したと推測される患者の死亡例は，６０ないし６９歳の患者につ

いて８．３％である（甲Ｂ３〔７０６頁 ，Ｂ８〔１７６頁 。〕 〕）

他方，本件の細菌検査の経緯及び鑑定の結果によれば，細菌検査に要す

る期間は２日あれば足りると認められるから，Ｅについて，仮に５月８日

に細菌検査が行われれば，同月１０日にはバンコマイシンが投与され得た

し，仮にそうでないとしても，同月９日には 腸炎を発症しているMRSA

から，便について細菌検査が実施されれば，同月１１日にはバンコマイシ

ンが投与され得たと認められる。したがって，本件過失に係る注意義務が

果たされていれば，バンコマイシンの経口投与は３日ないし４日早まった

と認められ，このことが予後を好転させる事情であることは明らかである。

以上の事情を総合考慮すれば，本件過失とＥの死亡との間の因果関係は，

これを肯定することができるというべきである。

(3) 以上によれば，本件過失があり，これとＥの死亡との間に因果関係があ

ると認められることになるから，担当医師らには不法行為責任が生じ，その

使用者であった被告には使用者責任として，その損害を賠償する義務がある。

３ 過失に関するその余の争点について

なお，念のため，原告らの他の過失の主張についても検討する。

(1) 争点(1)（説明義務違反の有無）について

ア 医大の助教授が手術を行うとの主張が採用できないことは前記１(1)ア

のとおりである。
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イ また，原告らは，Ｅに対して手術直前まで癌告知をせず，治療方法につ

いての患者の選択権を侵害したと主張するが，前記認定１(1)，(2)アのと

おり，Ｅは，当初自分が罹患している疾病について知らされないまま手術

に同意していたものの，手術当日，癌告知を受けたうえ，選択肢につき説

明を受け，改めて手術に同意したことに鑑みれば，Ｅの選択権が侵害され

たとはいえず，原告らの主張は採用できない。

(2) 争点(2)（本件胃全摘術時における手技の誤りの有無）について

原告らは，電気メスで肝実質を損傷し，その縫合が不十分であったことが

過失であると主張する。

しかし，電気メスで組織を離断する前に組織の損傷なく肝実質であるか否

かを確認するには，外観によるほかないところ，前記認定（１(2)イ）のと

おり，Ｉ医師は，本件胃全摘術において，明らかに靱帯に見える箇所を肉眼

で確認し，かつ，左手で確認をして，肝実質でないと判断したものであり，

外観から判明する事情から肝実質でないと判断される場所を選んで電気メス

を入れたものといえるから，他に特段の事情が窺われない本件にあっては，

肝実質を損傷した点に直ちに過失があるとするのは疑問であり，また，縫合

が不十分であったと認めるに足りる証拠はない。

なお，仮に，鑑定人が指摘するような，肝左葉に左肝三角靱帯に貫通しう

る胆管組織が存在し，同靱帯を切離する際にこれを損傷し，胆汁漏出が生じ

たものであるとしても，このような合併症が生じる例はまれであり，一般外

科医に知られていない可能性が高いというのであるから（鑑定の結果 ，こ）

の意味でもＩ医師に過失はないというべきであるし，また，この合併症を回

避するために左肝三角靱帯先端を結紮する方法を採らなかったことが直ちに

過失を構成するともいえない。

(3) 争点(4)（本件胃全摘術後に禁忌とされる投薬を行った過失の有無）につ

いて
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原告らは，テレミンソフト等１０種の薬剤を投与したことが過失であると

種々主張する。

しかし，テレミンソフトについては，これを投与した当時Ｅについて疑わ

れた麻痺性イレウスは排便を促進すると病態が改善されるから（甲Ｂ３〔１

１７頁 ，その投与は適切であり，また，パズクロスについては，説明書〕）

（甲Ｂ７）上は細菌学的検査の後に投与すべきとされているものの，Ｅにつ

いてすでに２つの抗生剤の効果がなかったこと（１(4)オ）や，細菌学検査

には一定の時間を要することからすれば，Ｅについてこの検査をしなければ

投与してはならないとまではいえず，その投与後，Ｅの腎機能が低下したと

認められるものの（１(4)キ ，急性腎不全にまでは至っていないから，投与）

を中止する義務があったとはいい難い。

その余の薬剤については，薬剤を投与すれば，副作用が生ずることは避け

られないから，重篤な副作用が起こり得るからといって直ちにその薬剤を投

与すべきでないとはいえないうえ，薬剤の投与時点において，原告らが主張

するような重篤な呼吸抑制や重篤な心機能不全等の状態にあったことを窺わ

せる知見を含め，これを認めるに足りる的確な証拠はないし，いずれもその

投与時における患者の状態を改善する効能を有していると認められるから，

その投与を以て何らかの注意義務に反するということはできない（鑑定の結

果も，術後数日間にわたってソセゴンを使用することは推奨される疼痛管理

でないと述べるものの，いずれの薬剤の投与も許容範囲であるとしていると

ころである 。。）

(4) 争点(5)（本件胃全摘術の翌日に本件再手術を実施した過失の有無）につ

いて

原告らは，本件胃全摘術後にＥに縫合不全が疑われたことを前提に，ドレ

ナージ，高カロリー輸液や抗生剤の投与をすべきであって，再手術は極力避

けるべきであったと主張する。
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しかし，前記認定（１(3)）のとおり，Ｅに縫合不全の可能性があると疑

われてはいるものの，その後の検査でその疑いが否定されており，その判断

が誤っていることを窺わせる証拠はないから，縫合不全の疑いを前提とする

治療を行う義務はなく，この点において原告らの主張は前提を欠く。そのう

え，経過観察と再手術とはいずれも選択肢になるものの，Ｅのように，本件

胃全摘術の１日後に異常が疑われた場合においては，再手術の成功率が高く，

再手術を選択するのが一般的であると認められ（鑑定の結果 ，これに反す）

る証拠はない。したがって，再手術よりも経過観察を選択する義務があった

といえないから，原告らの主張は採用できない。

(5) 争点(6)（５月１０日における転送義務違反の有無）について

原告らの主張は，①５月１０日にＥについて気管内挿管がされ， とARDS

診断されたから，厳重な全身管理が必要であること，及び②同日に原告らが

転送を希望したことの２点を根拠としている。

しかしながら，上記①の点が大学病院等の高次医療機関に対する転送義務

を具体的に基礎づけるとは直ちにいい難く，上記②の点については，同日に

おけるＩ医師の説明によって原告Ａらが同日における転送をしないことに納

得したものと認められるから，この点も同日における転送義務を基礎づける

とはいえず，他に同日における転送義務や，Ｅの転送が遅れたことを窺わせ

る事情は認められない。

したがって，Ｅについて，５月１０日に転送する義務に反したり，これが

遅れた過失はない。

４ 争点(8)（損害額）について

(1) Ｅに生じた損害

ア 逸失利益（請求額２３２６万円） １７８１万１９０７円

前記２(2)において説示したとおり，本件過失がなければ，Ｅは６月１

２日においてなお生存していたと認められるほか，その死亡率に照らせば，
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その後も生存する程度には回復したものと推認される。

ところで，Ｅは死亡当時６３歳であり，弁論の全趣旨によれば，２９４

万７６９８円の年金収入を得ており（① ，死亡していなければ，平均余）

命１９年間（平成１６年簡易生命表）にわたって同額の年収を得られたと

認められる一方，生活費として相当の額を支出したと認められるから，控

除率を５０％としたうえ（② ，中間利息をライプニッツ式計算式により）

控除すると（③ ，次の計算式のとおり，上記損害が生じた（１円未満切）

捨て。以下も同じ 。。）

〔計算式〕①2,947,698×②（１－0.5）×③12.0853＝17,811,907円

イ 慰謝料（請求額２４００万円） ２４００万円

弁論の全趣旨によれば，Ｅが死亡したことにより精神的苦痛が生じたと

認められるところ，その苦痛を慰謝するための損害額は，本件に顕れた全

事情を斟酌すれば，２４００万円をもってするのが相当である。

ウ 相続

そして，原告らは，これらを，法定相続分に応じて，すなわち，原告Ａ

が２０９０万５９５４円（端数処理 ，その余の原告らがそれぞれ６９６）

万８６５１円を相続した。

(2) 葬儀費用（請求額１５０万円） １５０万円

弁論の全趣旨によれば，Ｅの死亡によって，相当額の葬儀費用を原告Ａが

支出したものと認められるところ，葬儀費用として１５０万円を損害と認め

る。

(3) 弁護士費用

弁論の全趣旨によれば，原告らは，本件訴訟の追行を原告ら訴訟代理人弁

護士らに依頼し，相当額の費用を支払う旨約したと認められるところ，本件

の事案の性質・内容，審理の経過，認容額等に鑑みれば，弁護士費用として，

原告Ａについて２１０万円，原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄについて各７０万円を損
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害と認める。

(4) 合計

以上を合計すると，各原告の損害額は原告Ａについて２４５０万５９５４

円，原告Ｂ，同Ｃ及び同Ｄについて各７６６万８６５１円となる。

５ 結論

以上によれば，原告らの請求は，上記の損害額及びこれに対する不法行為日

である平成１６年６月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による

遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，その限度で認容し，その余

の部分は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する

（なお，仮執行免脱宣言はこれを付さない 。。）

大分地方裁判所民事第１部

裁判長裁判官 金 光 健 二

裁判官 野 村 武 範

裁判官 萩 原 孝 基


